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１．路線の必要性について

２．都市計画変更について（W=８m→１４m）

３．測量結果を踏まえた、都市計画変更（案）について

４．前回説明会(H２８．２．１４)にて頂いた、
ご意見に対する回答について

５．今後のスケジュールについて
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説明の流れ
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１．路線の必要性について
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１．路線の必要性について

【必要性】
①地域分断の解消：
阪急軌道による地域の分断の解消に伴う日常の利便性の向上

②安全な歩行者動線の確保：
通学路としても利用される安全な歩行者動線の確保

③地域の防災性の向上：
緊急時の活動経路として、また阪神・淡路大震災のような災害発生時
における命の道としての役割（消防・救急、災害対策車両）



２．都市計画変更について（W=８m→１４m）
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都市計画決定(S32)

歩道
（自転車歩行者道）

施設帯

車道

３,０００ ５００５００ ３,０００ ３,０００ ３,０００５００５００

１４,０００

路肩

１,０００ ３,０００ ３,０００ １,０００

８,０００

都市計画変更(案)

車道路肩
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都市計画変更

現地盤
計画線



8



9

都市計画変更

現地盤

計画線
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